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寒 川 町 庁議 規 程新 旧対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

（ 設 置 ）  （ 設 置 ）  

第 2条  庁 議 と し て 、 次 に 掲 げ る も の を 設

置 す る 。  

第 2条  庁 議 と し て 、 次 に 掲 げ る も の を 設

置 す る 。  

(1) 全 庁会 議 ＿＿  (1) 部 内戦 略 会議  

(2) 関 係課 調 整会 議  (2) 経 営戦 略 会議 ＿  

(3) 部 内会 議 ＿＿ ＿＿  (3) 経 営戦 略 調整 会議  

（ 加 え る）  (4) 部 長会 議  

(4) （ 略）  (5) （ 略）  

(5) （ 略）  (6) （ 略）  

（ 全 庁 会議 ） ＿＿  （ 部 内 戦略 会 議）  

第 3条  全 庁 会 議 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ

か さ ど る。 ＿ ＿＿ ＿＿ ＿  

第 3条  部 内 戦 略 会 議 は 、 次 に 掲 げ る 事 項

を 所 掌 する 機 関と する 。  

(1)  次 の 事 項 の 実 施 、 変 更 又 は 廃 止 の

可 否 に 係 る 審 議 及 び 決 定 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿＿ _ 

(1)  寒 川 町 事 務 決 裁 規 程 （ 昭 和 53年 寒

川 町 訓 令 第 5号 。 以 下 「 事 務 決 裁 規

程 」 と い う 。 ） 第 5条 に 規 定 す る 部 長

及 び 課 長 の 専 決 事 項 （ 事 務 決 裁 規 程

第 7条 の 規 定 に よ り 類 推 さ れ 専 決 さ れ

る 事 項 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の う

ち 、 次 に 掲 げ る 事 項 の 実 施 、 変 更 又

は 廃 止 の 可 否 に 係 る 審 議 及 び 決 定 に

関 す る こと 。  

ア  町 政 の 基 本 方 針 、 将 来 構 想 及 び

基 幹 的 計画 に 関す る事 項  

ア  町 政 の 基 本 方 針 、 将 来 構 想 及 び

基 幹 的 計画 に 関す る事 項  

イ  重 要 施 策 及 び 重 要 事 業 に 関 す る

事 項  

イ  重 要 施 策 及 び 重 要 事 業 に 関 す る

事 項  

ウ  施 政方 針 に関 する 事 項  ウ  施 政方 針 に関 する 事 項  

エ  行 政 組 織 、 職 制 、 財 政 等 の 町 政

運 営 の 基幹 的 なこ と関 す る 事項 ＿  

エ  行 政 組 織 、 職 制 、 財 政 等 の 町 政

運 営 の 基幹 的 なこ とに 関 す る事 項  

オ  町 民 に 重 大 な 影 響 を 及 ぼ す お そ

れ の あ るこ と に関 する 事 項  

オ  町 民 に 重 大 な 影 響 を 及 ぼ す お そ

れ の あ るこ と に関 する 事 項  

カ  ア か ら オ ま で に 掲 げ る も の の ほ

か 、 町 長が 必 要と 認め る 事 項  

カ  ア か ら オ ま で に 掲 げ る も の の ほ

か 、 部 長が 必 要と 認め る 事 項  

(2)  次 の 事 項 に 関 す る 報 告 の 徴 収 ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿＿ ＿  

(2)  経 営 戦 略 会 議 、 経 営 戦 略 調 整 会 議

又 は 部 長 会 議 に お い て 審 議 、 決 定 、

報 告 又 は 協 議 が 行 わ れ た 事 項 に 係 る

報 告 を 受け る こと 。  

ア  町 政 に 重 大 な 影 響 を 及 ぼ す 国

政 、 県 政 、 近 隣 市 町 村 等 の 動 向 に

（ 削 る ）  
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関 す る 事項  

イ  町 が 出 資 し て い る 公 社 等 の 経 営

状 況 、 実績 報 告等 に関 す る 事項  

（ 削 る ）  

ウ  前 号 ア か ら カ ま で に 掲 げ る 事 項

で 、 全 庁 会 議 に お い て 審 議 又 は 決

定 を す る 前 に 、 全 庁 的 な 協 議 、 調

整 等 を 要す る 事項  

（ 削 る ）  

エ  そ の 他 全 庁 的 に 把 握 し て お く べ

き 事 項  

（ 削 る ）  

(3)  関 係 課 調 整 会 議 に お い て 、 審 議 、

検 討 又 は 調 整 す べ き 事 項 及 び 同 会 議

の 構 成 員の 決 定 ＿ ＿＿ ＿  

(3)  そ の 他 部 内 で 共 有 し 、 又 は 把 握 し

て お く べ き 事 項 に 係 る 意 見 調 整 又 は

連 絡 調 整に 関 する こと 。  

2  全 庁 会 議 は 、 町 長 、 副 町 長 、 教 育 長 、

企 画 部 長 、 総 務 部 長 、 町 民 部 長 、 学 び

育 成 部 長 、 健 康 福 祉 部 長 、 環 境 経 済 部

長 、 都 市 建 設 部 長 、 拠 点 づ く り 部 長 、

議 会 事 務 局 長 及 び 教 育 次 長 を も つ て 構

成 す る 。 た だ し 、 町 長 が 議 事 運 営 上 必

要 が あ る と 認 め る と き は 、 別 表 に 掲 げ

る 職 員 の う ち か ら 町 長 が 指 定 す る 職 員

を 加 え るこ と がで きる 。  

2  前 項 第 1 号 に 係 る 審 議 及 び 決 定 の う

ち 、 当 該 部 の 部 長 が 副 町 長 と の 協 議 を

経 て 特 に 必 要 と 認 め た 場 合 は 、 当 該 審

議 又 は 決 定 に つ い て 経 営 戦 略 会 議 に 付

議 又 は 報 告 す る こ と が で き る 。 ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ _＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿＿ ＿＿ ＿ ＿  

3  全 庁 会 議 は 、 副 町 長 が 招 集 し 、 会 議 の

議 長 と な る 。 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿＿ ＿＿  

3  部 内 戦 略 会 議 は 、 部 長 、 担 当 参 事 、 参

事 、 課 等 の 長 、 専 任 主 幹 、 専 任 技 幹 、

主 幹 、 技 幹 そ の 他 部 長 が 必 要 と 認 め た

者 を も って 構 成す る。  

4  副 町 長 に 事 故 が あ る と き は 、 企 画 部 長

が そ の 職 務 を 代 理 す る 。 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿  

4  部 内 戦 略 会 議 は 必 要 に 応 じ て 当 該 部 の

部 長 が 招 集 し 、 そ の 進 行 は 当 該 部 の 庶

務 に 関 す る こ と を 所 掌 す る 課 等 （ 以 下

「 部 の 庶 務 担 当 課 等 」 と い う 。 ） の 長

が 行 う 。  

5  全 庁 会 議 は 、 毎 月 第 1及 び 第 3火 曜 日

（ そ の 日 が 休 日 に 当 た る と き は 、 そ の

翌 日 と す る 。 ） 午 前 9時 に 開 催 す る 。 た

だ し 、 必 要 に 応 じ て 臨 時 に 開 催 す る こ

と が で きる 。  

（ 削 る ）  

6  全 庁 会 議 の 構 成 員 は 、 会 議 の 結 果 に つ

い て 必 要 と 認 め る 事 項 は 、 関 係 職 員 に

周 知 し なけ れ ばな らな い 。  

（ 削 る ）  

（ 関 係 課調 整 会議 ）  （ 経 営 戦略 会 議） ＿  

第 4条  関 係 課 調 整 会 議 は 、 次 に 掲 げ る 事

務 を つ かさ ど る。 ＿＿ ＿  

第 4条  経 営 戦 略 会 議 は 、 次 に 掲 げ る 事 項

を 所 掌 する 機 関と する 。  

(1)  前 条 第 1項 第 3号 の 規 定 に よ り 決 定 (1)  町 政 運 営 に お け る 潜 在 的 な 課 題 等
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し た 事 項の 審 議、 検討 又 は 調整 ＿  に 係 る 調査 、 検討 に関 す る こと 。  

(2)  横 断 的 な 検 討 を 要 す る 事 項 に 関 す

る 協 議 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿＿  

(2)  次 に 掲 げ る 事 項 の 実 施 、 変 更 又 は

廃 止 の 可 否 に 係 る 審 議 及 び 決 定 に 関

す る こ と。  

（ 加 え る）  ア  事 務 決 裁 規 程 第 4条 の 事 項 及 び 事

務 決 裁 規 程 第 5条 に 規 定 す る 副 町 長

の 専 決 事 項 の う ち 、 前 条 第 1項 第 1

号 ア か らオ ま でに 掲げ る 事 項  

（ 加 え る）  イ  前 条 第 2項 の 規 定 に よ り 付 議 さ れ

た 事 項  

（ 加 え る）  ウ  そ の他 町 長が 必要 と 認 める 事 項  

（ 加 え る）  (3)  次 に 掲 げ る 事 項 に 関 す る 報 告 を 受

け る こ と。  

（ 加 え る）  ア  町 政 に 重 大 な 影 響 を 及 ぼ す 国

政 、 県 政 、 近 隣 市 町 村 等 の 動 向 に

関 す る 事項  

（ 加 え る）  イ  町 が 出 資 し て い る 公 社 等 の 経 営

状 況 、 実績 報 告等 に関 す る 事項  

（ 加 え る）  (4)  経 営 戦 略 調 整 会 議 に お け る 審 議 、

検 討 又 は 調 整 す べ き 事 項 の 決 定 そ の

他 経 営 戦 略 調 整 会 議 の 運 営 に 関 し 必

要 な 事 項に 関 する こと 。  

2  関 係 課 調 整 会 議 は 、 別 表 に 掲 げ る 職 員

を も つ て 構 成 す る 。 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿＿ ＿＿ ＿ ＿ ＿＿  

2  経 営 戦 略 会 議 は 、 町 長 、 副 町 長 、 教 育

長 、 企 画 部 長 及 び 総 務 部 長 を も っ て 構

成 す る 。 た だ し 、 町 長 が 議 事 運 営 必 要

が あ る と 認 め る と き は 、 町 長 が 指 定 す

る 職 員 を加 え るこ とが で き る。  

3  関 係 課 調 整 会 議 は 、 企 画 部 企 画 政 策 課

長 が 招 集し 、 会議 の議 長 と なる 。  

3  経 営 戦 略 会 議 は 、 副 町 長 が 招 集 し 、 会

議 の 議 長と な る。 ＿＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿  

4  企 画 部 企 画 政 策 課 長 に 事 故 あ る と き

は 、 企 画 部 財 政 課 長 が そ の 職 務 を 代 理

す る 。  

4  副 町 長 に 事 故 が あ る と き は 、 企 画 部 長

が そ の 職 務 を 代 理 す る 。 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿  

5  関 係 課 調 整 会 議 は 、 毎 月 第 2及 び 第 4火

曜 日 （ そ の 日 が 休 日 に 当 た る と き は 、

そ の 翌 日 と す る 。 ） 午 前 9時 に 開 催 す

る 。 た だ し 、 必 要 に 応 じ て 臨 時 に 開 催

す る こ とが で きる 。  

5  経 営 戦 略 会 議 は 、 毎 月 第 2及 び 第 4火 曜

日 （ そ の 日 が 休 日 に 当 た る と き は 、 そ

の 翌 日 ） 午 前 9時 か ら 開 催 す る 。 ＿ ＿ ＿

＿ た だ し 、 必 要 に 応 じ て 臨 時 に 開 催 す

る こ と がで き る。  

6  関 係 課 調 整 会 議 の 構 成 員 は 、 会 議 の 結

果 に つ い て 必 要 と 認 め る 事 項 は 、 関 係

職 員 に 周知 し なけ れば な ら ない 。  

（ 削 る ）  

（ 部 内 会議 ） ＿＿ ＿＿  （ 経 営 戦略 調 整会 議）  

第 5条  部 内 会 議 は 、 次 の 事 項 に 関 す る 部 第 5条  経 営 戦 略 調 整 会 議 は 、 前 条 第 1項
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内 の 意 見 調 整 又 は 連 絡 調 整 を 行 う 機 関

と す る 。＿ ＿ ＿＿ ＿＿ ＿  

第 4号 の 規 定 に よ り 決 定 し た 事 項 の 審

議 、 検 討又 は 調整 を行 う 。  

(1)  全 庁 会 議 に 付 議 す る 事 案 に 関 す る

事 項  

（ 削 る ）  

(2)  全 庁 会 議 又 は 関 係 課 調 整 会 議 に お

い て 審 議 、 決 定 、 報 告 又 は 協 議 が 行

わ れ た 事項  

（ 削 る ）  

(3)  そ の 他 部 内 で 共 有 し 、 又 は 把 握 し

て お く べき 事 項  

（ 削 る ）  

2  部 内 会 議 は 、 部 長 、 担 当 参 事 、 参 事 、

課 等 の 長 、 専 任 主 幹 、 専 任 技 幹 、 主 幹

及 び 技 幹 を も つ て 構 成 す る 。 ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿＿  

2  経 営 戦 略 調 整 会 議 は 、 企 画 政 策 課 長 、

財 政 課 長 そ の 他 経 営 戦 略 会 議 に お い て

必 要 と 認 め た 職 員 を も っ て 、 そ の 都 度

構 成 す る。  

3  部 内 会 議 は 、 必 要 の 都 度 当 該 部 長 が 招

集 す る 。＿ ＿ ＿＿ ＿＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿  

3  経 営 戦 略 調 整 会 議 は 、 企 画 部 企 画 政 策

課 長 が 招集 し 、会 議の 議 長 とな る 。  

4  会 議 の 進 行 は 、 当 該 部 長 が 行 う 。 ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿  

4  企 画 部 企 画 政 策 課 長 に 事 故 あ る と き

は 、 企 画 部 財 政 課 長 が そ の 職 務 を 代 理

す る 。  

（ 加 え る）  5  経 営 戦 略 調 整 会 議 は 、 前 条 第 1項 第 4号

の 規 定 によ り 、随 時開 催 す る。  

（ 加 え る）  6  経 営 戦 略 調 整 会 議 の 構 成 員 は 、 会 議 の

結 果 に つ い て 、 第 3条 第 1項 第 2号 に 規 定

す る 報 告を し なけ れば な ら ない 。  

（ 加 え る）  （ 部 長 会議 ）  

（ 加 え る）  第 6条  部 長 会 議 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 所

掌 す る 機関 と する 。  

（ 加 え る）  (1)  次 に 掲 げ る 事 項 に 係 る 報 告 を 受 け

る こ と 。  

（ 加 え る）  ア  部 内戦 略 会議 にお け る 決定 事 項  

（ 加 え る）  イ  経 営戦 略 会議 にお け る 決定 事 項  

（ 加 え る）  ウ  そ の 他 全 庁 的 に 把 握 し て お く べ

き 事 項  

（ 加 え る）  (2)  次 に 掲 げ る 事 項 に 係 る 協 議 、 調 整

等 に 関 する こ と。  

（ 加 え る）  ア  部 内 戦 略 会 議 に お い て 審 議 又 は

決 定 を す る 事 項 （ 第 3条 第 1項 第 1号

ア か ら カ ま で に 掲 げ る 事 項 に 限

る 。 ） の う ち 、 あ ら か じ め 全 庁 的

な 協 議 、調 整 等を 要す る 事 項  

（ 加 え る）  イ  経 営 戦 略 会 議 に お い て 審 議 又 は

決 定 を す る 事 項 （ 第 4条 第 1項 第 2号

に 掲 げ る 事 項 に 限 る 。 ） の う ち 、
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あ ら か じ め 全 庁 的 な 協 議 、 調 整 等

を 要 す る事 項  

（ 加 え る）  2  部 長 会 議 は 、 副 町 長 、 教 育 長 、 企 画 部

長 、 総 務 部 長 、 町 民 部 長 、 学 び 育 成 部

長 、 健 康 福 祉 部 長 、 環 境 経 済 部 長 、 都

市 建 設 部 長 、 議 会 事 務 局 長 及 び 教 育 次

長 を も っ て 構 成 す る 。 た だ し 、 副 町 長

が 議 事 運 営 上 必 要 が あ る と 認 め る と き

は 、 副 町 長 が 指 定 す る 職 員 を 加 え る こ

と が で きる 。  

（ 加 え る）  3  部 長 会 議 は 、 副 町 長 が 招 集 し 、 会 議 の

議 長 と なる 。  

（ 加 え る）  4  副 町 長 に 事 故 が あ る と き は 、 企 画 部 長

が そ の 職務 を 代理 する 。  

（ 加 え る）  5  部 長 会 議 は 、 毎 月 第 1及 び 第 3火 曜 日

（ そ の 日 が 休 日 に 当 た る と き は 、 そ の

翌 日 ） 午 前 9時 か ら 開 催 す る 。 た だ し 、

必 要 に 応 じ て 臨 時 に 開 催 す る こ と が で

き る 。  

（ 加 え る）  6  部 長 会 議 の 構 成 員 は 、 会 議 の 結 果 に つ

い て 、 第 3条 第 1項 第 2号 に 規 定 す る 報 告

を し な けれ ば なら ない 。  

（ 課 内 会議 ）  （ 課 内 会議 ）  

第 6条  課 （ 課 に 相 当 す る 組 織 を 含 む 。 以

下 同 じ 。 ） 内 会 議 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

は 、 部 内 会 議 に お い て 意 見 調 整 又 は 連

絡 調 整 し た 事 項 で 、 課 内 の 意 見 調 整 又

は 連 絡 調整 機 関 ＿ ＿＿ ＿ ＿ ＿ と す る。  

第 7条  課 内 会 議 （ 課 に 相 当 す る 組 織 に お

い て 行 う 会 議 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ）

は 、 部 内 戦 略 会 議 に お け る 審 議 、 決 定

に あ た っ て の 意 見 調 整 を 行 う と と も

に 、 必 要 な 連 絡 調 整 を 行 う 機 関 と す

る 。  

2  課 内 会 議 は 、 当 該 課 ＿ の 職 員 を も つ て

構 成 す る。  

2  課 内 会 議 は 、 当 該 課 等 の 職 員 を も つ て

構 成 す る。  

3  課 内 会 議 は 、 必 要 の 都 度 当 該 課 ＿ ＿ の

長 が 招 集す る 。  

3  課 内 会 議 は 、 必 要 に 応 じ て 当 該 課 等 の

長 が 招 集す る 。  

4 会 議 の進 行 は、 当該 課 ＿ の長 が 行う 。  4 会 議 の進 行 は、 当該 課 等 の長 が 行う 。  

（ 庶 務 会議 ）  （ 庶 務 会議 ）  

第 7条  （略 ）  第 8条  （略 ）  

2～ 4 （略 ）  2～ 4 （略 ）  

（ 付 議 事案 の 提出 ）  （ 付 議 事案 の 提出 ）  

第 8条  全 庁 会 議 又 は 関 係 課 調 整 会 議 ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ に 付 議 す べ き ＿ ＿ ＿ ＿ 事

案 が あ る 部 長 等 は 、 全 庁 会 議 （ 関 係 課

調 整 会 議 ） 付 議 ・ 報 告 事 案 書 （ 第 1号 様

第 9条  経 営 戦 略 会 議 、 経 営 戦 略 調 整 会 議

又 は 部 長 会 議 に 付 議 又 は 報 告 す べ き 事

案 が あ る 部 長 等 は 、 政 策 シ ー ト ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ （ 第 1号 様
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式 ） に 関 係 資 料 を 添 付 し 、 会 議 の 開 催

日 の 3日 前 ま で に 企 画 部 長 に 提 出 し な け

れ ば な らな い 。  

式 ） に 関 係 資 料 を 添 付 し 、 会 議 の 開 催

日 の 3日 前 ま で に 企 画 部 長 に 提 出 し な け

れ ば な らな い 。  

2  町 長 は 、 全 庁 会 議 に ＿ ＿ お い て 審 議 又

は 決 定 を し た と き は 、 当 該 審 議 又 は 決

定 の 内 容 を 全 庁 会 議 決 定 通 知 書 ＿ ＿

（ 第 2号 様 式 ） に よ り 、 付 議 し た 部 長 等

に 通 知 する 。  

2  町 長 は 、 経 営 戦 略 会 議 に お い て 審 議 又

は 決 定 を し た と き は 、 当 該 審 議 又 は 決

定 の 内 容 を 経 営 戦 略 会 議 結 果 通 知 書

（ 第 2号 様 式 ） に よ り 、 付 議 し た 部 長 等

に 通 知 する 。  

3 （ 略 ）  3 （ 略 ）  

（ 議 事 録）  （ 議 事 録）  

第 9条 _ （ 略 ）  第 10条  （ 略 ）  

（ 関 係 職員 の 出席 等）  （ 関 係 職員 の 出席 等）  

第 10条  （ 略 ）  第 11条  （ 略 ）  

（ 庶 務 ）  （ 庶 務 ）  

第 11条  全 庁 会 議 及 び 関 係 課 調 整 会 議 の

庶 務 は 、 企 画 部 企 画 政 策 課 に お い て 処

理 す る 。  

第 12条  部 内 戦 略 会 議 の 庶 務 は 、 当 該 部

の 庶 務 担 当 課 に お い て 処 理 す る 。 ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿  

2  部 内 会 議 の 庶 務 は 、 当 該 部 庶 務 担 当 に

お い て 処 理 す る 。 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿＿ ＿  

2  経 営 戦 略 会 議 、 経 営 戦 略 調 整 会 議 及 び

部 長 会 議 の 庶 務 は 、 企 画 部 企 画 政 策 課

に お い て処 理 する 。  

3  課 内 会 議 の 庶 務 は 、 当 該 課 ＿ に お い て

処 理 す る。  

3  課 内 会 議 の 庶 務 は 、 当 該 課 等 に お い て

処 理 す る。  

4 （ 略 ）  4 （ 略 ）  

（ 委 任 ）  （ 委 任 ）  

第 12条  （ 略 ）  第 13条  （ 略 ）  

別 表 （ 第 3条 、 第 4条関 係 ）  （ 削 る ）  

構 成 員  備 考  

企

画

部  

企 画 政 策課 長  議 長  

企 画 政 策 課 企 画 マ ー ケ

テ ィ ン グ担 当 職員  

事 務 局  

財 政 課 長  職 務 代 理

者  

財 政 課 財政 担 当職 員   

広 報 戦 略課 長   

広 報 戦 略 課 広 報 プ ロ モ

ー シ ョ ン担 当 職員  
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総

務

部  

人 事 課 長   

人 事 課 職 員 力 推 進 担 当

職 員  

 

町

民

部  

町 民 協 働課 長   

町 民 協 働 課 協 働 推 進 担

当 職 員  

 

付 議 事 案 に 関 係 す る 課 等 の

長 及 び 担当 職 員  

全 庁 会 議

に て 決 定  
 

 附  則  

 こ の 訓 令 は 、 令 和 5年 4月 1日 か ら 施 行 す

る 。  
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現 行  改 正 案  

第 1号 様 式（ 第 8条 関係 ）  第 1号 様 式（ 第 9条 関係 ）  

 

 

 

第１号様式(第９条関係)

所管部課等

関係部課等

審議・報告日 施行予定日

□
□
□
□

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

特定財源 0 0 0 0 0 0 0
使用料等
国庫
県費
諸収入
町債

一般財源 0 0 0 0 0 0 0

年　月　日
年　月　日
年　月　日
年　月　日
年　月　日
年　月　日
年　月　日
年　月　日
年　月　日

【部内検討における本案件の取扱い】

□ 上記内容については、部内戦略会議において審議・決定する。

□ 上記内容については、経営戦略会議に付議する。

□ 上記内容については、所管部・課での検討をもって実施する。
　≪理由≫
　□法令に基づくものであって、町に独自の裁量がないため
　□町長を委員長・会長とする　　　　　　　　　　　　　　　　　　会議にて審議・検討を行うため
　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　【部長会議への報告】 □　要 □　不要

□ 上記内容については、不実施とする。

案件名

経
過

　　　会議
　　　会議
　　　会議

決定日
　　　会議

　　　会議
　　　会議
　　　会議

【実施に係るスケジュール】会議

２．事業手法・性質

３．事業等の位置付け

体系・施策名／事務事業名

広域連携の視点
公民連携の視点
協働の視点

ブランディングの視点

（単位：千円）

４．経過とスケジュール

政策シート

予算現額

区分 年　　月　　日

（１）事業等の背景（課題）

当該事業に係る配分調整額

当該事業等に要する経費

財源
内訳

年　　月　　日□新規　□変更　□廃止

□配分調整額内　□施策内流用　　□施策間流用　　□補正予算　　□予備費財源確保の考え方

事業実施にあたり、どのような視点が考えられるか。

（２）事業費（配分調整額）

（１）総合計画上の位置付け

１．事業等の内容

何を背景・課題として実施等するか（国県等の動向、社会的要因、町における課題等）

（２）目的・目標
事業等の背景・課題に対し何を目的・目標として実施等するか

（３）対策（実施等の内容）
具体的に何をどのように実施等するか
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現 行  改 正 案  

第 2号 様 式（ 第 8条 関係 ）  第 2号 様 式（ 第 9条 関係 ）  

 

 

 

第2号様式(第9条関係) 

 

経 営 戦 略 会 議 結 果 通 知 書 

 

1 開 催 日  

2 事 案 名  

3 結 果 及

び 主 な

意 見 等 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

事案担当課名：   

 


